
再検証対象医療機関に係る再検証について 

 

Ⅰ 香川県における地域医療構想実現に向けたこれまでの取組みについて 

 １ 地域医療構想策定前 

   香川県においては、下表のとおりこの 10 年間に、公立・公的医療機関の建替え

等に合わせた病床削減を伴う再編統合等を進めてきた。 

   このため、現在のところ、医療機関の統廃合を含む再編統合等については、想定

されない状況にある。 

 

  

  病院名 

病床数 

備考 

旧 新 差引 

H22.5 白鳥病院 210 150 ▲ 60 
白鳥病院(150 床) 

津田病院（60 床） 

H23.9 三豊総合病院 519 482 ▲ 37   

H23.12 さぬき市民病院 199 179 ▲ 20   

H24.8 滝宮総合病院 213 191 ▲ 22   

H25.5 四国こどもとおとなの医療センター 756 689 ▲ 67 
善通寺病院(256 床） 

香川小児病院(500 床) 

H26.3 香川県立中央病院 631 531 ▲ 100   

H26.12 坂出市立病院 216 194 ▲ 22   

H27.1 高松赤十字病院 589 576 ▲ 13   

H28.4 小豆島中央病院 312 234 ▲ 78 
土庄中央病院（116 床） 

内海病院（196 床)統合 

H28.11 屋島総合病院 310 279 ▲ 31   

H30.9 高松市立みんなの病院 417 305 ▲112 
高松市民病院(417 床） 

香川診療所 （  0 床） 

資料４－１ 



 ２ 地域医療構想策定後 

   平成 28 年 10 月の「香川県地域医療構想」策定後、香川県では、地域医療構想の

実現に向けて以下のとおり取組んできた。 

 

 （１） 地域医療構想調整会議の開催 

     医療機関の自主的な取組や医療機関相互の協議を促進し、良質かつ適切な医

療を持続可能な形で効率的に提供する体制の確保が図られるよう、病床の機能

分化・連携の推進を図っていくため、各構想区域において地域医療構想調整会議、

地域医療構想説明会を開催している。 

     地域医療構想調整会議では、全ての構想区域において県医師会長を議長とし、

地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、拠点病院、保険者団体、患者

代表（老人クラブ）、地元市町、保健所を委員として、医療機関の自主的な取組

や医療機関相互の協議を通じた地域医療構想の実現を図ることとしている。 

    また、地域医療構想説明会では、各構想区域内の全ての病院及び有床診療所の

参加を募り、地域医療構想、香川県の病床の現況及び病床機能転換に係る補助事

業について説明し、各医療機関が自身の医療機能について検討する材料を提供

している。 

 

  地域医療構想調整会議及び地域医療構想説明会開催状況 

 年月日 主な内容 

調整会議 

東部 H29.1.23 

小豆 H29.2. 6 

西部 H29.1.26 

・ 香川県地域医療構想について 

・ 平成 27 年度病床機能報告の結果について 

・ 今後の地域医療構想調整会議の進め方について 

調整会議 

東部 H29.11. 9 

小豆 H29.11.13 

西部 H29.11.27 

・ 平成 28 年度病床機能報告の結果について 

・ 医療機能等の今後の方向性についてのアンケート結果につ

いて 

・ 医療計画及び介護保険事業（支援）計画における整合性の

確保について 

説明会 

東部 H30. 6.15 

小豆 H30. 6.12 

西部 H30. 6.18 

・ 香川県地域医療構想等について 

・ 病床機能報告制度について 

・ 病床機能分化連携基盤整備事業補助金について 

公立・公

的病院等

を対象と

した会議 

東部 H30. 9.12 

西部 H30. 9.10 

新公立病院改革プラン及び公的医療機関等２０２５プランに

ついて 

・ プランの議論の必要性、本県の状況について 

・ プランを踏まえた各医療機関の役割等について 

・ 議論・質疑（休棟の取扱い等） 

 



調整会議 

東部 H30.11.19 

小豆 H30.11.21 

西部 H30.11.12 

・ 平成 29 年度病床機能報告の結果について 

・ 議論の活性化のための基準の検討について 

・ 医療機関の具体的な対応方針について 

調整会議 

東部 H31. 2.15 

小豆 H31. 2.12 

西部 H31. 2.26 

・ 病床機能の現状把握等について 

・ 救急医療について 

説明会 

東部 R 元. 6.11 

小豆 R 元. 6. 4 

西部 R 元. 6. 7 

・ 病床機能報告制度について 

・ 入院患者実績調査の実施について 

・ 病床機能分化連携基盤整備事業補助金について 

調整会議 

東部 R 元. 9. 9 

小豆 R 元. 9. 5 

西部 R 元. 9. 4 

・ 外来医療計画の策定について 

・ 地域医療構想の実現に向けたさらなる取組について 

・ 医療機関の具体的な対応方針について 

調整会議 

東部 R 元.11. 8 

小豆 R元.11.15 

西部 R 元.11. 5 

・ 平成 30 年度病床機能報告の結果について 

・ 病床機能分化・連携基盤整備事業について 

・ 再検証要請医療機関の公表について 

・ 外来医療計画について 

調整会議 

東部 R 2. 1.28 

小豆 R 2. 2. 6 

西部 R 2. 2. 4 

・ 重点支援区域について 

・ 再検証対象医療機関の公表について 

・ 香川県外来医療計画（案）について 

 

 （２） 入院患者実績調査の実施 

     地域医療構想に定める 2025 年の必要病床数と比較するため、医療法に基づき

病床機能報告が実施されている。しかし、病床機能報告では、病棟単位で病床の

機能を評価するため、１つの病棟で複数の機能を担う場合に、適切な評価となら

ない問題が指摘されていた。 

     このため、地域医療構想調整会議での議論に基づき、香川県独自の取組みとし

て、令和元年度において、入院患者実績調査を実施した。この調査では、病床単

位で医療資源投入量により病床機能を判断することとしている。 

この調査結果に基づき、今後、医療機関の自主的な取組みや協議を通じて、病

床の医療機能を分化・連携を進め、地域医療構想の実現を図ることとしている。 

 

（３） 病床機能分化・連携基盤整備事業 

    地域医療介護総合確保基金を活用して、急性期病床等から 2025 年に不足が予

想されている回復期機能病床への病床転換に対する補助を実施しており、平成

28 年度以降、９施設に対し、113 百万円の補助を行い、167 床の回復期病床への

転換が図られた。 

 

 



（４） 在宅医療の推進 

      地域医療構想の実現に向け、その出口戦略である在宅医療の推進について、

これまでの取組みに加え、新たに以下の取組みを行っている。 

 

① 在宅医療推進協議会の設置 

     構想区域ごとに、在宅医療の関係団体である医師会、看護協会、歯科医師会、

薬剤師会の代表者のほか、在宅医療推進の実施主体である市町、医療機関の代表

者など、在宅医療に係る関係者が一堂に関して協議し、在宅医療の確保及び連携

の構築に関する課題の抽出と対応策の検討を行う在宅医療推進協議会を、平成

31 年１月に新たに設置し、先進事例も踏まえた香川型在宅医療提供体制の構築

を図る。 

   

＜開催実績＞ 

第１回 

東部 H31. 2.15 

小豆 H31. 2.12 

西部 H31. 2.26 

本県の在宅医療の現状及び今後の在宅医療

の取組み(案)について協議 

第２回 

東部 R 元. 9. 9 

小豆 R 元. 9. 5 

西部 R 元. 9. 4 

先進事例及び人生の最終段階の医療・ケア

についての取組み（県、市）について協議 

第３回 

東部 R 2. 1.28 

小豆 R 2. 2. 6 

西部 R 2. 2. 4 

令和元年度在宅医療関係事業の実績報告及

び令和２年度事業(案)について協議 

 

②  地域における在宅医療推進支援事業の実施 

令和元年度から、新たに、在宅医の増や在宅医の連携推進（ネットワーク化）、

後方支援病院の確保などを行う高松市医師会の在宅医療連絡協議会事業を、在

宅医療推進のモデル事業として選定し、支援した。 

事業実施の結果、在宅医療実施の障壁となっている開始時の手続き・ルール

や、保険診療の複雑な制度等については、全県的な在宅医療推進の課題でもあっ

たため、令和２年度から、新たに、県直営事業として、在宅医療スタートブック

（仮称）の作成と、在宅医療に係る診療報酬説明会の開催を行うこととし、引き

続き、高松市医師会の取組みについて、地元自治体である高松市とともに支援す

ることとしている。 

 

   ③ 人生の最終段階の医療・ケア普及啓発事業の実施 

     令和元年度から、新たに「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関す

るガイドライン」に基づいた意思決定プログラム（E-FIELD）を活用した医療従

事者向け研修や、「人生会議」に関する県民向け公開講座などを開催し、人生の



最終段階における医療・ケアを県民が自らの希望に基づき決定できる体制の確

保を図った。 

 ＜実施実績＞ 

 日時  内容 

１ 令和元年 10 月６日（日） 

（県医学会閉会後） 

県医学会 ACP に対する県の取組み

や以下の予定を周知 

２ 令和元年 11 月３日（日・祝） 香川県地域包括ケア

システム学会 

ACP の特別講演を実施 

「地域包括ケア推進とア

ドバンス・ケア・プランニ

ング(ACP)」 

３ 令和元年 11 月 10 日（日） 患者の意向を尊重し

た意思決定のための

相談員研修会 

医療従事者向け ACP の実

践的研修（E-FIELD）を開

催 

４ 令和２年１月 26 日（日） 人生の最終段階にお

ける医療・ケア普及

啓発講演会 

「人生会議」の普及啓発

として県民向け公開講座

を開催 

 

 令和２年度には、上記に加え、新たに、実際の医療現場等で ACP 作成の支援が図ら

れる環境を整備する目的で、香川県版 ACP の手引き（事前指示書を含む）を作成す

ることとしたい。 

 

（４） 非稼働病床の再稼働の検証 

      入院患者実績調査により、病床ごとの医療機能を明らかにしたところ、必要

性が低い非稼働病床の再稼働を抑制することで、2025 年の必要病床数に近づく

状況にあるため、非稼働病床の再稼働を行う事例について、その必要性を調整

会議で協議することとしている。 

  



Ⅱ 香川県の状況について 

 １ 香川県全体の状況 

（１） 人口の状況（香川県地域医療構想から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２） 病床数の状況 

     病床機能報告に基づく機能別の許可病床数は、地域医療構想策定前の平成 26

年度から平成30年度にかけて緩やかに2025年の必要病床数に近づいているが、

急性期、慢性期が必要病床数を上回り、回復期が不足する状況を示している。 

    しかしながら、病床ごとに医療資源投入量を基に入院患者を機能別に分類し、

地域医療構想策定時に想定した稼働率で割戻した入院患者実績調査による病床

数では、慢性期が大きく必要病床数を上回るものの、その他の医療機能について

は、概ね必要病床数に近い状況にある。 

  これは、病床機能報告が病棟ごとに病床機能を分類するため、一般病床の多く

を占める急性期病床に他の病床機能が引きずられるために急性期病床が多くな

るという問題を示している。 

  もとより、実際の許可病床数と必要病床数を比較し、地域医療構想の実現を図

ることが重要ではある。 

しかしながら、上記のような病床機能報告と入院患者実績調査による機能別病

床数の乖離は、病棟単位で病床機能を分類する病床機能報告の下では、病棟の多

様な機能を十分に反映できず、地域医療構想調整会議での協議に限界があること



を示していると考える。 

なお、慢性期病床が必要病床数を大きく上回る状況にあるのは、慢性期の患者

を受入れる在宅医療、介護施設等が不足している可能性が高く、香川県としては、

在宅医療の推進を図るため、地域医療構想調整会議の分化会として在宅医療推進

協議会を設置し、在宅医療の推進に向けて協議を進めているところである。 

また、休棟・休床中の病床数を除くと、平成 30 年度病床機能報告において、

11,602 床と地域医療構想実現に大きく近づく状況にある。このため、休棟・休床

中の病床を再稼働する予定の医療機関の情報が明らかになった場合は、地域医療

構想調整会議への出席を求め、再稼働の必要性等について十分に協議することと

している。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ H26 病床数、H30 病床数は、平成 26 年度病床機能報告及び平成 30 年度病床機能報告による。 

※ R7 年予定病床数は、平成 30 年度病床機能報告の R7 年予定病床数による。 

※ 2025 年必要病床数は、香川県地域医療構想による。 

※ 入院患者実績調査は、令和元年 7 月 1 日から同月 7 日までの入院患者を、医療資源投入量（高度急性期 3,000 点以上、急

性期 600 点以上 3,000 点未満、回復期 175 点以上 600 点未満、慢性期 175 点未満）で病床機能毎に区分し、地域医療構

想策定時に想定した病床稼働率（高度急性期 75%、急性期 78%、回復期 90%、慢性期 92%）で割戻した病床数である。 

 

 

  

 

 

 

 

 

病床数
必要病床数

との差
病床数

必要病床数

との差
病床数

必要病床数

との差
病床数

必要病床数

との差

高度
急性期

1,196 150 775 ▲ 271 1,188 142 1,046 1,082 36

急性期 6,367 2,981 6,034 2,648 5,492 2,106 3,386 3,020 ▲ 366

回復期 1,096 ▲ 2,300 1,638 ▲ 1,758 1,940 ▲ 1,456 3,396 2,543 ▲ 853

慢性期 3,611 1,327 3,155 871 2,810 526 2,284 3,379 1,095

休棟・休床中 317 317 699 699 530 530 0 894 894

合　　　計 12,587 2,475 12,301 2,189 11,960 1,848 10,112 10,918 806

医療機能

H26年
病床機能報告

（H26.7.1時点）

H30年
病床機能報告

（H30.7.1時点）

H30年病床機能報告
に基づく

R7年予定病床数

R1入院患者
実績調査

（R1.7.1～R1.7.7
平均）

R7年

(2025年)

必要病床数



 

２ 東部構想区域の状況 

（１） 人口の状況（香川県地域医療構想から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 病床数の状況 

     東部構想区域においても、香川県全体と同様に病床機能報告に基づく機能別の

許可病床数は、地域医療構想策定前の平成 26 年度から平成 30 年度にかけて緩や

かに 2025 年の必要病床数に近づいているが、急性期、慢性期が必要病床数を上

回り、回復期が不足する状況を示している。 

  しかしながら、病床ごとに医療資源投入量を基に入院患者を機能別に分類し、

地域医療構想策定時に想定した稼働率で割戻した入院患者実績調査による病床数

では、慢性期が大きく必要病床数を上回るものの、その他の医療機能については、

概ね必要病床数に近い状況にある。慢性期、休棟・休床中の病床についても、香川

県全体と同様の傾向を示しており、在宅医療を推進していくことと休棟・休床中

の病床を再稼働する場合に、その必要性を十分に検討する必要がある。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ H26 病床数、H30 病床数は、平成 26 年度病床機能報告及び平成 30 年度病床機能報告による。 

※ R7 年予定病床数は、平成 30 年度病床機能報告の R7 年予定病床数による。 

※ 2025 年必要病床数は、香川県地域医療構想による。 

※ 入院患者実績調査は、令和元年 7 月 1 日から同月 7 日までの入院患者を、医療資源投入量（高度急性期 3,000 点以上、急

性期 600 点以上 3,000 点未満、回復期 175 点以上 600 点未満、慢性期 175 点未満）で病床機能毎に区分し、地域医療構

想策定時に想定した病床稼働率（高度急性期 75%、急性期 78%、回復期 90%、慢性期 92%）で割戻した病床数である。 

 

２ 西部構想区域の状況 

（１）人口の状況（香川県地域医療構想から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病床数
必要病床数

との差
病床数

必要病床数

との差
病床数

必要病床数

との差
病床数

必要病床数

との差

高度
急性期

1,084 477 641 34 872 265 607 771 164

急性期 3,239 1,386 3,230 1,377 2,923 1,070 1,853 1,863 10

回復期 560 ▲ 1,138 762 ▲ 936 952 ▲ 746 1,698 1,230 ▲ 468

慢性期 1,485 392 1,363 270 1,154 61 1,093 1,433 340

休棟・休床中 261 261 490 490 416 416 0 567 567

合　　　計 6,629 1,378 6,486 1,235 6,317 1,066 5,251 5,864 613

医療機能

H26年
病床機能報告

（H26.7.1時点）

H30年
病床機能報告

（H30.7.1時点）

H30年病床機能報告
に基づく

R7年予定病床数
R7年

(2025年)

必要病床数

R1入院患者
実績調査

（R1.7.1～R1.7.7
平均）



 （２）病床数の状況 

    西部構想区域においても、香川県全体と同様に病床機能報告に基づく機能別の

許可病床数は、地域医療構想策定前の平成 26 年度から平成 30 年度にかけて緩や

かに 2025 年の必要病床数に近づいているが、急性期、慢性期が必要病床数を上

回り、回復期が不足する状況を示している。 

  しかしながら、病床ごとに医療資源投入量を基に入院患者を機能別に分類し、

地域医療構想策定時に想定した稼働率で割戻した入院患者実績調査による病床数

では、慢性期が大きく必要病床数を上回るものの、その他の医療機能については、

むしろ必要病床数を下回っている。慢性期、休棟・休床中の病床についても、香川

県全体と同様の傾向を示しており、在宅医療を推進していくことと休棟・休床中

の病床を再稼働する場合に、その必要性を十分に検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ H26 病床数、H30 病床数は、平成 26 年度病床機能報告及び平成 30 年度病床機能報告による。 

※ R7 年予定病床数は、平成 30 年度病床機能報告の R7 年予定病床数による。 

※ 2025 年必要病床数は、香川県地域医療構想による。 

※ 入院患者実績調査は、令和元年 7 月 1 日から同月 7日までの入院患者を、医療資源投入量（高度急性期 3,000 点以上、急

性期 600 点以上 3,000 点未満、回復期 175 点以上 600 点未満、慢性期 175 点未満）で病床機能毎に区分し、地域医療構

想策定時に想定した病床稼働率（高度急性期 75%、急性期 78%、回復期 90%、慢性期 92%）で割戻した病床数である。 
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との差
病床数
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との差
病床数

必要病床数

との差
病床数

必要病床数

との差

高度
急性期

112 ▲ 327 134 ▲ 305 316 ▲ 123 439 292 ▲ 147

急性期 2,919 1,469 2,619 1,169 2,425 975 1,450 1,075 ▲ 375

回復期 536 ▲ 1,060 876 ▲ 720 947 ▲ 649 1,596 1,270 ▲ 326

慢性期 1,941 823 1,705 587 1,569 451 1,118 1,896 778

休棟・休床中 56 56 209 209 114 114 0 296 296

合　　　計 5,564 961 5,543 940 5,371 768 4,603 4,829 226

R1入院患者
実績調査

（R1.7.1～R1.7.7
平均）医療機能

H26年
病床機能報告

（H26.7.1時点）

H30年
病床機能報告

（H30.7.1時点）

H30年病床機能報告
に基づく

R7年予定病床数
R7年

(2025年)

必要病床数



３ 第三次、第二次救急医療施設等位置図（香川県地域医療構想から） 
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Ⅲ 再検証対象医療機関について 

１ さぬき市民病院 

   旧大川保健医療圏における二次救急医療機関は、さぬき市民病院と県立白鳥病院

の２病院である。この２病院間の距離は、自動車で 22 分であり、お互いに代替可

能な医療機関ではない。 

   さぬき市民病院から自動車で 20 分圏内の距離にある急性期医療を提供する医療

機関としては、三次救急医療機関の香川大学医学部附属病院と二次救急医療機関の

香川県済生会病院がある。しかし、香川県済生会病院との距離については、厚生労

働省による NITAS（総合交通分析システム）での解析で 20 分以内とされているも

のの、他の地図システムでは、25 分から 30 分かかるとされ、実際に自動車で移動

すると 20 分以内で移動することはできない距離(15.6km)であり、近接する医療機

関とは言えない位置関係にある。 

さぬき市民病院の救急機能、急性期医療機能を香川大学医学部附属病院に集約す

ると、二次救急医療機関と三次救急医療機関の機能分化・連携関係が崩れ、三次救

急医療機関の医療機能を高度急性期医療に集約できない状況となる。 

   このため、さぬき市民病院の急性期医療機能は、東部構想区域において、代替不

能な医療機能であり、現在の医療機能を維持する必要があると考える。 

 

２ 香川県済生会病院  

  旧高松医療圏では、南部に位置する二次救急医療機関が香川県済生会病院と高松

市立みんなの病院のみである。今後、高松市民病院塩江分院が無床化を予定するな

ど、病床が大幅に減少する見込みである塩江地区をはじめとする高松市南部地域の

急性期医療を 2 病院で支える必要がある。 

  塩江地区から香川県済生会病院、高松市立みんなの病院への移動時間が 20 分以

上かかるため、高松市南部地域における急性期医療を提供する病院の意義は大きい。   

平成 30 年度病床機能報告においても、救急車を香川県済生会病院は 1,356 件、

高松市立みんなの病院は 2,213 件受入れており、また、平成 30 年度ウォークイン

の時間外患者も香川県済生会病院は 1,937 件、高松市立みんなの病院は 2,289 件受

入れるなど、いずれの医療機関も他の医療機関では代替が難しい医療機能を提供し

ている。 

   また、香川県済生会病院は、済生丸による離島医療や生活困窮者への無料低額医

療など、独自の医療機能を提供する医療機関でもある。 

   このため、香川県済生会病院については、現在の医療機能を維持する必要がある

と考える。 

 

  



３ 国立病院機構高松医療センター 

   国立病院機構高松医療センターは、平成 30 年度から急性期病床を廃止し、難病、

結核の中核医療機関として、回復期、慢性期医療に機能転換を行い、難病患者延

34,164 名、結核患者延 4,104 名（いずれも平成 30 年度実績）の治療を行う等、他

の医療機関では代替不能な医療を提供している。 

   本県としても、香川県難病診療分野別拠点病院等に指定しており、今後も現在の

医療機能を維持する必要があると考える。 

 

４ 滝宮総合病院 

   西部構想区域の南部には、滝宮総合病院以外に二次救急医療機関がない。他の二

次救急医療機関とは、厚生労働省による NITAS（総合交通分析システム）での解析

で、坂出市立病院と 14 分、回生病院と 15.9 分、香川労災病院と 15.2 分、四国こど

もとおとなの医療センターと 18.5 分と、いずれの病院とも一定の距離があるうえ、

各医療機関は西部構想区域の北部に位置し、構想区域南部の救急患者を全国平均の

20 分程度で行うことが難しい状況にある。 

例として、西部構想区域南部の旧琴南町の美合地区から滝宮総合病院までが自動

車で 28 分と西部構想区域内において、現状でも、自動車で 20 分以内に救急医療機

関にアクセスできない地区があることが挙げられる。 

このような中で、滝宮総合病院の救急医療機能を他の病院に再編統合した場合、

仲多度郡南部地区の救急医療提供体制が大きく低下することとなる。 

このため、滝宮総合病院については、現在の医療機能を維持する必要があると考

える。 

 

Ⅳ まとめ 

  各地域で必要とされる医療機能については、人口、受療率、受療動向や診療報酬、

在宅医療の推進などの医療を取り巻く環境によって随時変化していくものである。地

域医療構想調整会議等においては、医療を取り巻く環境を確認し、各医療機関の自主

的な取組みや医療機関相互の協議により、病床の機能分化・連携を進める必要がある。  

このため、香川県では、地域医療構想の出口戦略となる在宅医療について、地域医

療構想調整会議の分科会として在宅医療推進協議会を設け、協議の状況を地域医療構

想調整会議にフィードバックしている。 

  また、県内の病院、有床診療所を対象とした地域医療構想説明会を開催しており、

地域医療構想調整会議委員以外の医療機関に対しても、地域医療構想実現に必要と考

えられる地域の医療提供体制に係る情報を提供している。 

  香川県としては、今後も、このよう体制を維持し、医療提供体制に係る情報を適切

に医療機関に提供し、医療機関相互の自主的な取組みや医療機関相互の協議を通じた

病床の機能分化・連携を進め、地域医療構想の実現を図っていくこととしている。 

  



 

  このような中で再検証対象とされた公立・公的医療機関について、検証を進めてき

たが、急性期医療から回復期、慢性期医療に機能転換した高松医療センター以外の再

検証対象医療機関では、がん、脳卒中、心臓疾患、救急医療等の再検証に当たり、厚

生労働省において評価した６つの診療分野についても、平成 30 年度病床機能報告か

ら、下表のとおり一定の診療実績を有している。 

  また、上記検討のとおり、いずれの再検証対象医療機関も他の医療機関では代替で

きない医療機能を提供していると言える。 

このため再検証対象医療機関については、近隣の医療機関との機能分化・連携をよ

り一層進めながら、現在の医療機能を維持する必要があると考える。 
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